
船舶事故調査報告書 

令和８年１月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（岸壁） 

発生日時 令和７年７月１９日 １５時５１分頃 

発生場所 三重県四日市
よ っ かい ち

市四日市港第２ふ頭１２号岸壁 

 四日市港東防波堤南灯台から真方位２８０°１,６００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°５７.２′ 東経１３６°３８.５′） 

事故の概要  油タンカー翠
すい

龍
りゅう

は、着岸作業中、岸壁に衝突した。 

事故調査の経過 令和７年８月８日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

油タンカー 翠龍、９９６トン 

１４１７１９、富士海運株式会社（船舶管理人、Ａ社）、独立行政

法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部外板に破口等、バルバスバウ上端に凹損 

岸壁 ゴムフェンダーの脱落、車止めに破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長ほか８人が乗り組み、積荷役を終え、船長が操船指揮

に当たり、甲板手が操舵につき、四日市港第３ふ頭１３号岸壁（以下

「本件岸壁」という。）の西側に入船右舷着けするよう同港塩浜地区

の岸壁を離岸した。 

船長は、レーダー等により約２ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）表示を見て、塩浜地区西岸とその対面の桟橋との間の狭い

水路を早く通過するつもりで主機を半速力前進に増速させ、本船を北

北東進させた。 

船長は、入航船の有無及び本件岸壁等の周囲の状況に意識を向けな

がら、第２ふ頭東方沖で船首を本件岸壁に向けるつもりで本船を左転

させていたところ、レーダー等により約７kn の速力表示を見て自分の

感覚よりも速いことに気付いて主機を停止し、更に極微速力後進とし

た。 

船長は、本船の操船経験から着岸計画書のとおり行きあしを止める

ことができると思い、主機を極微速力後進としたまま一旦停止する地

点に達したが、予定した減速ができずに、同地点を通過した。 

船長は、本船を十分な減速ができないまま本件岸壁と並行させて、

行きあしを止めようと主機を半速力後進とし、本件岸壁東側の着岸船

と並んだ頃、船首配置の乗組員から行きあしが速い旨の報告を受け



た。 

船長は、本船が着岸船と並ぶ頃までには行きあしを止めるつもりで

いたが、思うように減速せず、船首方の第２ふ頭１２号岸壁への衝突

を避けようと、主機を極微速力前進とし、左舵一杯、バウスラスター

を左舷方一杯として本船を左転させたものの、本船の右舷船首部が 

１２号岸壁に衝突した。 

船長は、本船を回頭させ続けて１２号岸壁から離れ、本件岸壁に着

岸させた後、乗組員に負傷者がいないこと及び損傷状況を確認した上

で、本事故の発生をＡ社等に連絡するとともに、海上保安庁に通報し

た。 

船長は、本船より大きい船舶を含めて船長経験が４～５年間あり、

令和７年５月中旬頃に本船に乗船した。Ａ社の所有船舶では、いずれ

の岸壁でも問題なく着岸できていたので、自分の感覚のみに頼って操

船していた。 

本船の速力表には、半速力前進で約７kn の速力とあった。 

Ａ社が本船に周知している着岸計画書では、着岸場所から４００～

６５０ｍ手前までに約３.５kn の速力以下に減速完了、着岸場所から

１００～３００ｍ手前で約１kn 以下として一旦停止する基準を遵守す

るよう記載されていた。 

（付図１ 航行経路図 参照） 

分析 船長は、本件岸壁へ向けた水路を操船中、本船を増速させた後、入

航船の有無及び本件岸壁等の周囲の状況に意識を向けて、レーダー等

により速力を確認していなかったことから、着岸計画書の基準よりも

速力が速いことに気付くのが遅れたものと考えられる。 

本船は、その後、着岸操船前の一旦停止する地点で予定した減速が

できないまま本件岸壁への接近を続け、船長は、岸壁への衝突を避け

ようとして、主機を極微速力前進とし、左舵一杯、バウスラスターを

左舷方一杯として本船を左転させたものの、本船が１２号岸壁に衝突

したものと考えられる。 

船長は、これまでの操船経験から自分の感覚のみに頼っていずれの

岸壁でも問題なく着岸できていたことから、レーダー等により速力を

確認していなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、船長が、本件岸壁へ向けた水路を操船中、本船を増速さ

せた後、入航船の有無及び本件岸壁等の周囲の状況に意識を向け、自

身の感覚に頼ってレーダー等で速力を確認しなかったため、着岸操船

前の一旦停止地点で停止させることができずに本船が本件岸壁に接近

し、岸壁への衝突を避けようとして左転させたものの、本船が１２号

岸壁に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、荷役岸壁以外の着岸時も含めて着岸前のミー

ティングで船長が作成した着岸計画を提示して、減速完了及び一旦停



止の場所等を確認することを所有船舶の全乗組員に周知徹底した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、着岸のため岸壁に接近する際、自身の感覚のみに頼るこ

となく、レーダー等により速力を確認すること。 

 

付図１ 航行経路図 
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